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名古屋市教育委員会定例会 

（議会上程後公開） 

令和 5 年11月 8 日 

午前10時00 分 

教育委員会室 

議 事 

日程 1  名古屋市立内山小学校と名古屋市立大和小学校の統合について（第18号議案） 

日程 2  令和 5 年度一般会計補正予算について 

日程 3  指定管理者の指定について 

日程 4  小中一貫教育の推進に係る有識者等懇談会まとめ等について（協議題第 8 号） 

日程 5 学校における働き方改革プラン（案）について（協議題第 9 号） 

出席者 

坪 田 知 広 教育長 

中 谷 素 之 委 員 

粟 生 万 琴 委 員 

山 本 久 美 委 員 

教育次長始め、事務局員16名 ※傍聴者 0 名 

（坪田教育長） 

次に、日程第 2 、「令和 5 年度一般会計補正予算について」を議題といたしますので、

事務局の説明をお願いします。 

（東海林企画経理課長） 

それでは「令和 5 年度一般会計補正予算について」ご説明いたします。 

 予算のうち、教育に関する事務に係る部分につきましては、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第29条の規定によりまして、教育委員会の意見が求められますので、

説明資料を提出するものでございます。 

 資料 1 枚おめくりいただきまして、提出議案の概要をご覧ください。 

「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に基づく給与改定による人件費の増

額につきまして、所要の予算措置を講ずるものでございます。 

 改定の内容につきましては、本年 9 月 7 日、名古屋市人事委員会より、「民間給与との

較差1.06％にかかる給料表の引き上げ、及び、期末・勤勉手当の年間支給割合を0.10月分
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引き上げ、4.50月分とする。」という内容の勧告がありましたので、その相当額である17

億 1 千万円余の増額を行うものでございます。 

恐れ入ります。 2 ページをご覧ください。 

「令和 5 年度予算について」でございます。教育委員会所管分の令和 5 年度当初予算は

1,889億 8 千万円余でございまして、 6 月補正予算及び 9 月補正予算に加えまして、今回

の11月補正予算17億 1 千万円余が成立しますと、合計で1,914億 5 千万円余となるもので

ございます。 

説明は以上でございますが、本件につきましては、市としての正式な意思決定は11月10

日を予定しておりますが、教育委員会の日程を考慮いたしまして、今回お諮するものでご

ざいますので、情報の取扱いにご留意いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

（坪田教育長） 

説明が終わりましたので、ご意見、ご質問があればお願いします。 

（坪田教育長） 

特にご意見もないようですので、日程第 2 、「令和 5 年度一般会計補正予算について」

につきましては、原案のとおりお認めしてよろしいでしょうか。 

（各委員） 

異議なし。 

（坪田教育長） 

ご異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

（坪田教育長） 

次に、日程第 3 、「指定管理者の指定について」を議題といたしますので、事務局の説

明をお願いします。 

（栗本文化財保護室長） 

それでは、名古屋市志段味古墳群歴史の里の指定管理者の指定につきまして、ご説明い

たします。 

 指定管理者の指定にあたりまして、地方自治法第244条の 2 第 6 項の規定により議会の

議決を経る必要があることから、教育委員会のご意見をお聞きするものでございます。 

 今回、指定管理者として指定いたしますのは令和 5 年度で指定期間が終了する「名古屋
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市志段味古墳群歴史の里」でございます。 

候補者の選定にあたりましては、名古屋市志段味古墳群歴史の里条例及び同条例施行規

則に基づいて公募を行い、応募がありました 1 者について、指定管理者選定委員会におい

て、審査を重ねてまいりました。 

指定管理者選定委員会は、外部委員 5 名で構成され、条例に定める選定基準である「平

等利用の確保」「施設の設置目的の効果的達成」「管理経費の縮減」「物的及び人的能力」

などについて書類審査やヒアリング審査を行い、指定管理者の候補者を選出いたしました。 

この結果、「しだみの里守グループ」を指定管理者として選定し、11月市会に議案とし

て上程しようとするものでございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

以上でございます。 

（坪田教育長） 

説明が終わりましたので、ご意見、ご質問はありませんか。 

（坪田教育長） 

特にご意見もないようですので、日程第 3 、「指定管理者の指定について」につきまし

ては、原案どおりお認めしてよろしいでしょうか。 

（各委員） 

異議なし。 

（坪田教育長） 

ご異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

（坪田教育長） 

引き続き、日程第 4 に移りますので、職員の入れ替えをお願いします。 

午前11時37分終了 


